
江南市都市計画マスタープラン等策定協議会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項

の規定に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針、都市緑地法（昭和４８年法

律第７２号）第４条の２の規定に基づく本市の緑地の保全及び緑化の推進に関する

基本計画、都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項の規定

に基づく本市の住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画（以下

「都市計画マスタープラン等」という。）を市民と行政が協働で策定するため、江南

市都市計画マスタープラン等策定協議会（以下「策定協議会」という。）の設置及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 都市計画マスタープラン等に関し、市民の意向を反映するため、策定協議会

を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 策定協議会は、次の事項を所掌する。 

（１） 都市計画マスタープラン等の策定に係る調査及び研究に関すること。 

（２） 都市計画マスタープラン等の策定に係る調整及び修正に関すること。 

（３） その他第１条の目的を達成するための必要な事項に関すること。 

（組織） 

第４条 策定協議会は、委員１６人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、

市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 各種団体の代表者 

（３） 市民を代表する者 

（４） 国の関係行政機関又は県の職員 

２ 策定協議会に会長、副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、会議を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

５ 委員は、事故その他やむを得ない事由により、会議に出席できないときは、あら

かじめ、その旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から平成３２年３月３１日までとする。 

 

 



（会議） 

第６条 会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、第１回協議会については市     

長が召集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、必要に応じて委員以外の者に、協議会への出席及び資料の提供等を要請

することができる。 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、 

会長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年７月２０日から施行する。 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１） 江南市都市計画マスタープラン策定協議会設置要綱（平成１９年１０月１

日施行） 

（２） 江南市緑の基本計画策定協議会設置要綱（平成２１年６月１日施行） 

３ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

  


